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三星第務手専念基本フ雪量?において集約i
ているところ、都市機能の集約i
鐙づけられるも(1)e考える。

f'.I，;:i;'!;!'全日
ゴの1 

集約護塁線市織途3を実現するための法改1E~行うとともに、盟護法定査丘
こ係る方針桝立護費付けること安検討し

こ関する害事務iままま然体系のやに明石室iこ位

:弘適用件数が僅少、特定の者!こ傭っていないか

有| 適問件数については必ずしも多くなるものではないと試算を行ってるとこ

効|ろではあるが、本特例措置は、病院等まちなかにな地することによって当

教|談蹴仰する地域の暮らしやすさの向上に大きく寄与する施設に対す� 
1 る公議長伎の潟い特例措歪であり、盗設が警察機会れることに伴う策H聖母は当

該泌総住民によって広く享受されるものである。� 

<当初設定した滋成隠襟〉
都市機能の集約については、中心市街地人口比率の減少率について初期値

である…1.1%(H16年度)から-0.5%(H19年皮)へと閥復傾向にあるが、中

心市街地人口li依然として減少を続けている。

高齢化役会・人口減少社会を迎える我が国にあっては、いまなお減少を続ける

や心市畿地人口比率の減少を少しでも多くくいとめることが必軍基であり、本特例
援護を創設することによって中心市街地人口の劉後後図ることが必要である。

<新たに付It紛えることとした達成富穣〉

ま?と、� Jこ書記El綴!こ総え蕊在、病皇室や社会議後総数寄撃についてfこれらの施設の
流入件数/~これらの施設の流出件数j の著書i会を繁織しその鐙を1 以上!こ向上
寄せていくことを鼠擦とサることができないか、後討を送車めているところである。� 

4同事後評価等における篠灘状況

本特例機鐙lま今般新たに創設するものであるところ、政策評価法に基づく事

後評価1まいE計三爽施されてはいないが、制度の創設後にあっては、住民の暮ら
しやす窓の向上!こ資する施設の立地状況害事に関する翻資等を行い、その有効性

について苦手{演を行っていくこととしたい。

5.勉の支援援護等との役鶴分担� ゑ政策13的達成手段として、的確かつ必裏最小湿な措置か

..・al 告を術的村が地域のき健常に応じて指定するf人々がS農家る地域JIこ対する

喜i支緩和膿札て比予算による轍織の導入を検討しているところであ� 
lるが、遇制真澄童iま施設のまちなか立地に惨い追加的に必要となる盤

投|殺虫整備蓄霊祭存支援する告IJ度である…方、本税制特例機雷i立、施設がまち

なかへ移転することに伴うま規等の取引コストの低滅多支援する制度であ

るところ、間帯IJ度は役割分担がなされている。

毒事らしやすい家色づくりの実現を留るためには、を5持主主義(1)実穣iこ応じて当該全車

域の毒事らしやす会(1)1向上iこ資する施設を人々が築家る地機iニ立地誘導すること
が;;jI;められるところ、各様璽T村が地域の実際iこ応じて指定するf人々が集まる主主

滋Jlこ、き詰音量市町村が特に必要と定めた絡ま滋ζ限コ支住銀に在って身近な範函
に立納言警護憲型炉図る当該施策iま、暮らしゃすいまちづくりの笑混を図るための手段

として的様であるたともに措置として必婆最小限だある。� 

0高齢化社会省人口語歩社会を溜える中、住民自暮らしゃすさの向上に資する施設を郊外かもf人々が集まる地
域Jrこ立地誘導すること!こより、都市経営の議率化を留りつvつ暮らしやすさの向上を臨っていくことが惑要不可欠。
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| 病院等の都市機能改普施設の買換えに係る特例措置の創設� . 

市町村が地域の畏構に応じて措置するf人々が集まる地域j内iこ、痕!寵等人々の暮らしお向上に獲する器市機能改善

施設(痛臨、保膏所・老人類枝センタ…等の社会描祉施設、密書麓等の教育文化鰻設等}の立地誘導撃を語るため、これら
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国6'7'8地4特定都市機能改善施設建普促進計画(仮称)Iこ係る特例措置の軒設唾盟土交通省

…一:川三ヤ勾F融業拡寒争場者の援軍当時宗尽きド豆、正当犯の政葉自J

5.健の支援措議等との役割分担 6.政業問的達成手段として、的確かつ必獲最小限な措裁か

集約型都市機運を受爽現するための法改正を行うとともに、閣議法皇査丘
笠都市再生基本方針において集約に係~1J針多位置付けること多検討し
ているところ‘事B"f行機能の5集約i二関する幕議i立政策体系のやに軽号機に位
置づけられるものと考える。

&適用件数が儀少、特定の者に綴っていないか

有| 溺湾件数については必ずしも多くなるものではないと該築を行ってるとこ

劫 I?~fまあるが、繍鱗齢、繍努料かかに立泌することによって当
性 l該総殺の存する主主義棄の暮らしゃすさの向上に大きく寄与する線設にますす 

iる公主主倹の潔い特例措畿であり、麗謹が豊富儀会れることに伴う純益重性は当

該納1域佼渓によっ玄広C事受設忽ゑ士J(I)である。 

くさ詰初設定した達成問機〉

事B市機能の集約については、中心市街地人口比率の減少率について初期値
である-1.1%(H16年度}から… o.5%(H19年皮)へと回復綴向にあるが、中

心市街地人口(;j::依然として減少を続けている。
高齢化社会・人口減少社会を迎える殺が密にあっては、いまなお減少を綴iする

!中心市筏地人口比毒患の減少を少しでも多くくいとめることが必要喜であり、本特例
猿霊霊祭創設することによって中心市害者治人口の倒復を密ることが必要である。

く新たに付け加えることとした幾足立隠標>
また、上童話f3綴に加え現夜、務総や社会福主主施設毒事についてfこれらの線設の

流入件数/これらの総設の流出件数jの認会を算出し、その鐘を 1以上にi均...1: 
iSせていくことを毘綴どすることができないか、検討を進めているところである。 

4 事後評備等における穣護状況

本特例鋒鐙iま今般新たに創設するものであるところ、政策評i蕊法に基づく理事後
評{硲1まいまだ実施tきれてはいないが、育訓j援をの創設後にあっては、住民の毒事らし

やすEきの向上に資する総数の立地状況毒事に隣する調査書撃を行い、その有効性
について評価安行っていくことたしたい。 

各市町村が地壌の災僚に応じて指定するf人々が集まる地域J(二対する

栂 i支援制居主としては、予算による機動制度の導入後検言守しているところであ

幾 iるが、皇盤受義援震は施設の家ちなか立地に齢、滋加的に必婆となる織

性|設盤盤盛粧識墨である…方式殺網棚齢、締の都  
lしの向上{こ資する綴殺が建替えを行うにあたって、当音楽襲撃後えを行う事業

者が襲撃替えの用!こ供するための主塾金殺害iコストの低滋接支援する郁彦

であるところ、両容i君主i孟役割分担がなされている。

暮らしゃすいまちづくりの実現を図るためには、各地域の実情iこ応じてき該地

域の暮らしゃすさの向上!こ資する漉設を人々が集まる地滋に維持することが求
められるどころ、各F控除村が地域の察僚に応じて畿祭芝ゑEムI:?が集族議滋雄i 
i二ι当量車重齢総長必裏堕め?と会民雪量に限ってき峨鰍設の建替え(1)1'闘に供

するための土絡の寄童保を支援することは、暮らしゃすい該ちづくりの実現を図る

ための手段として的確であるとともに措穫として必要最小限である。

。高齢化社会総人口減少社禽を迎える中、住民iことって身近な戴帯路震が建替えを契機に郊外へ流出してしまう
ことを防ぎ、都市級営の効率化費留守つつ暮らしゃすさの錐持・向上を翻ることが必拠不耳欠。
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市町村が地域の実情に応じて指定する「人々が集まる地域」内において、病院等人々の暮らしの向上に資する都市機能改善施

設(病院、保育所・老人福祉センター等の社会福祉施設、図書館等の教育文化施設等)の建替えを支援するため、事業者が作成
し、認定を受けた特定都市機能改善施設建替促進計画に基づく土地の移転に対する税制特例措置を創設する。

/戸一一一一一一
必要性に閲するデータ� 一般に病院は、建設後30年程

摩で建替fの時期芥却fる。

① 医療・福祉施設の区域毎の

届出件数(平成20年度)
単位:件(%)

② 病院の総数の推移� 

S54~H1までに建てられ

昭和50年代、� 60年代に新設又

は建替えがなされた病院が今
後建替えの時期を迎える。
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注� 1)数値は、建築基準法第 15条

第� 1項の届出に基づく統計
データによる。

注� 2)ここでいう「医療・福祉施設J
とは、各種病院、保健所、健康
相談施設、福祉事務所、保育所、

老人ホーム、障害者施設等をい
う(日本標準産業分類に基づく)� 

.守 守 ， -φ4'.，. .，. 許.". φJ令、、.令� 0s ~ ~ - 9や守守や  9 

注)厚生労働省医療施設(動態)調査・病院報告の概況による。
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国9・10事業用建築物に係る耐震改修促進税制の延長(所得税固法人税) 曾国土交通省
円台(パ.~吋ー日→一一~ 日--'."'山 "---ヲ h ……� h'. 日<，'.，-..へ、一昨 …一計一一…十山ヤ�  ( 十 ~_.，.. ー一一一叩':""'~，'jい� 守 川明

O 大規模地震の発生が切迫する状況にある中、想定され得る被
害を未然に防止するためには、国家的課題として、建築物の耐
震改修を強力に推進していくことが不可欠である。� 

O このため、耐震改修促進法に基づき国土交通大臣が定めた基
本方針において、耐震化率の目標を定め、建築物の耐震化を推
進しているところである。

宍>';''':� 

O 耐震改修促進法に基づき国土交通大臣が定めた基本方針において
は、多数の者が利用する一定の建築物の耐震化率をH27年度に90%
とすることを目標としているが、� H15年度は75%にとどまっており、本
税制特例により引き続き耐震改修を推進していくことが不可欠である。

なお、中央防災会議においても以下の目標が定められている。

-地震防災戦略における滅災目標として、今後10年間で首都直下地
震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による死者数を半減
救急救命センター等の耐震化率を43%(H17)→71.5%(H22) 

3.適用件数が僅少、特定の者に偏っていないか� 4.事後評価等における確認状況

有� 10本特例は平成18年に創設され、施行後4年が経過しようとして O 直近の評価である平成20年度の政策チェックアップ評価書において、
効| いるところである。その聞に適用件数は着実に増加してきており、 「住宅市街地の防災性』についての政策評価を行い、本特例をはじめ
性| 平成21年度には約13件の適用が見込まれている。� とした関連施策が、目標達成に向けた改善に貢献していることを確認

している。

5.他の支援措置等との役割分担� 

O 補助制度は、地方公共団体と協力しながら、耐震改修後に地震
に対して安全な構造となる特定建築物に係る工事を広く対象とす
るものであり、税制は耐震改修促進法に基づき建築物の耐震改
修の計画の認定を受けた特定建築物に係る工事に限り支援する
ものであり、明確に役割分担がなされている。� 

O 現在、当該補助制度を設けている地方公共団体は1割程度で
あり、大半の地方公共団体においては、税制特例が唯一の支援� 

相
当
性 

6.政策目的達成手段として、的確かつ必要最小限な措置か� 

O 耐震基準に係る既存不適格建築物は、財産権との関係上、現行基準
への強制的な適合を求めるのではなく、優遇税制などにより現行基準
を満たす改修を誘導していく手法が相当である。� 

ま、国民の生命、財産を守る税制。創設後聞もない本特例をO事業用建築物の耐震化を直接促進する本特例I
改廃することは適当でない。



l事業用建築物に係る耐震改修促進税制【所得税・法人税】� l 
現行制度の概要 直璽ヨ
 

0事業用建築物に係る耐震改修促進税制(創設:平成18年度)


特定建築物について、耐震改修促進法の認定計画に基づ、〈耐震改修工事を行った場合、工事費の10%
 延長� l11

を特別償却

0建築物の耐震化は国民の生命に直接関わる国家的な課題。� 

0本特例は事業用建築物の耐震化を直接促進する税制特例であり、圃・・・・� ぱ政府としての 九一げ
!
r
v、

な

}
ん
ね
一

0現在の特例は創設後3年しか経過しておらず、長期的な視点での制度的取り組みが必要。圃・・・・・・
特定建築物の耐震化の状況� 10年後の目標(平成27:弔 -阪神 淡路大震災においては昭和56年以前(いわゆるE

「新耐震基準」以前)の建築物に大きな被害。SS7以降
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建築年副の被害状況〈建築物〉
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甲� F-- F  

10鴎� 

し耐震僻約7開� J ヨ杢竺竺竺_~l O鴎

昭和56年以前� 昭和57年以降
*特定建築物学校、病院、百貨商等の多数の者が利用する 定規模以上の建築物

60% 

50% 
刈量棟数 約36万棟 鎗榛数 約40万棟� ! 

紬27万纏______，� 
40%

!白うち耐震性あり .1 うち耐震性あり 紬36万棟!
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菌1112高齢者向け{憂良質譲住宅建設挺進税額の拡充〈所得税・法人税〉義者盟土交通管
緩� 

f 働時…高齢者陥lr十櫨島響智仲車謹詩相J准総指iの証高見t~駄本{自営盗苦錯し γ…{ 円…ー

トヘ山�  1:，I".iYi，川 市ノソ'.::.1，政援体系の中警の悦櫨づrt"主将;ぞ川lij三三 J'2:'翁初の政費目標知町二選議!きま~柄拘U制三三~;~ 

o往 生活時蔵(平成18年濁議決定)恥て住宅市場の議

境整備を図るとともに、住宅のバリアフリー化の促進を実現する

u ;'.，， 2~'; 
ことについて、住宅における基本約簸策として挙げられている。

合二� 0 今年改正された高齢者住まい法縄本方針において、川崎

鴨;| 貸住宅等の建設や建替えにあわせて、高齢者居宅金活支援施
:掛';1勝J 設の合築や併殺をを進め、高齢者居宅金活支援体制が確保会れL同た貧 貧住吋の臨 !仁こ抑努蜘叩め帥る叩て 

O 持続可能な役会係障構築とその愛媛財源薙保iこ向けたr~初期 
プログラムj(平成初年強議決定〉電撃により、在宅医療等老長銀滋す

る等社会的入1壊の解消を図っている。� 

-幽 岨 幽畠 . _.... .... 

O 本特例i乱高齢者i却す優良策貸住宅やサービス{せを高齢者専用食

貧伎ヰきを供給する者全てのバリアフリー化策を議笑に毅滋するもので

あり、的議かつ、公平である。また、対象をーまさの衝積までに怒ってお

り、過度な改修を排除しているという点からも必察最小線であると震え

る。

幽冒z ・� a 且且“ー幽島 白 色� 1-...... . 

3.適用件数が僅少、特定の者に偏っていないか� 4.事後評価等における確認状況� 

O 毎年多くの適用件数が出ており{平成20年度ー国税265戸、思定

資産税7，07幸子安入高齢者向け優良索袋伎宅の認定状況や、高

齢者専用食黛住宅の愛録状況を箆るふ特定の地域に絞らず、
犠 高齢者向け優良重量貸住宅等を供給2されている。� 

有
議

.5.他の支援措寵等との役鵠分担� 6.政策闘的達成手段として、的確かっ必要最小娘な措置か� 

O 裕助金i立高齢者向け優良賃貸住寝室襲設に対するインI!ンティフ

を付与するために建設誇の事業者の重義援を軽減するものである
紺

のに対して、税制特僚は建設後一定期間適用されるものであり、
当 経堂が不安定となりがちな事業開始初期段階の支出を減らし、
4生 事業者の経営の早期安定化を図るものである。

O 段差是のない家屋、事務子でi断?できる廊下幅の割合?など、住宅雀土地
統計競霊祭{平成15年及び平成20年{速報値))によるバリアフリー化の

達成状況を緩みると、住宅におけるパ1)アフリ…化は穫祭!こ進行して

いるが、後金活基本計習に掲げる、高齢者の居住"tる住宅における一
定のバリアフリー化率67%、高E援のバリアフリ…化務1まいまだ達成さ
れていないと推測される。

※伎生活基本計画における闘機

臆ーまさのバリアフリー化:平成27年までに75%
; -蕊E畿のバリアフリー化:平成27年までに.25% 

01室近の評価である平成20年度の政策チェックアップ評価書において、� 
F燈伎の安定確保と暮らしゃすい燈住環境事良質な俊宅ストックの影

成jについての政策評{恋愛行い、本特例をはじめdごした関連施策が、滋
穣達成に向けた改善に策重ましていることを確認している。� 



高齢者向け護良質賃住宅促進税制{所得秘法人秒間定資産税]

現行事j度の概要� i嬰議� i
{所得税者法人税]

0高齢者向け優良賃貸住宅建設促進税制(創設:平成13年度)� 

割高齢者向け優良賃貸住宅{高優賃)を建築した場合、� 5年間2芸評j

増償却を認める(耐周年数が35年以上のものは2.8割増償
却)。

[閤定資度税】
 
。高齢者向け優良賃貸住宅建設促進税制
 

-高俊箆を新築した場合について減額

〉評価額x税率(1.4%)X1/3X5年
 

l .急速に進展する高齢化への対応� 

日|拡党� l 
G)r.怒{幾重をと…休たして幾備される医療関連施設を対象に建追築加を
@~)滋叉綴織紋付'ê-高齢者専用賃貸住宅(高専賃)の
対象に迫力日

紘光
11 

0生活文媛施設付き街道尊重苦を新築した場合について減額

。今後急増する単身高齢者や比較的介護度の低い高齢者の住家いの確保が喫緊の諜題。� 
戸川

※� 2025年!こは、 2005年比で高齢者人口iま1.4倍(75議以上iまj.B1~初、薬介護者数i幻 β僚となる見込み。

。市場!こ任せていては供給がなされにくい高齢者向け優良賃貸住警の供給量が伸び悩み、急織する潟齢者への対応が不可能&なるおも
ぞれ� τ e 

Oil議齢者が怠立して住宅に住み続けることにより、施設等iこ入燈する場合に比べて約ア畿の介護重量潟の低減がま著書きとなる。



国13州� 30 特定の居住用財産の買換え帯の場合の長期議j疫 所 得 の 課税の特例措寵の廷長 鵠国土交溜省
{所得税九個ふ住民税)

司� A

マ� l;i，政策体系の事者の軍曹宇崎、:三¥;三苛三け当拐の韓議自慢が副主謹選されセいなふか� 

O 往生活基本計画〔不成18年鶴議決定}において、留民一人一人� O 俊生活基本計磁では、主義伎ニーズと伎宅スいyクのミスマッチの解滋
が、それぞれの価億鋭、ライフスタイルやライフステージに応じた のための指標として、子育てt投手持における誘導滋念頭積水準の逮民主
住宅を、無理のない負担で安心して選択で寄る住宅市場の実現 毒患を平成27年までにお0%する等の目標を掲げているたころ、� 15年度に� 
1i:閤指すこととしており、そのために税制上の椴霞を行うことが俄 おいては37%であり、政策関擦が既に達成されているとは言えない。
鐙づけられている。� 

3幽適用件数fJt犠少、特定の者に偏っていないか� 4.義務後評価等における確認波浪

O 特定の居住用財磁の策換え及び交換の場合の長期譲渡所得� O 直近の評価である平成20年度の政策チェックアップ評価書において、
有� 

の課税の特例措慢の利用者は、依然として相当数いる。 「賠住の安定確保と議事らしやすい居住環境・良質な住宅ストックの形
童書 成jについての政策評価を行い、本特例をはじめとした関連施策が、関
性 機器義成に向iすた改畿に蓄電獄していることを篠認している。� 

5.他の支援橋置等との役割分担� 6.政簾目的議成手段として、的確かっ必婆最小限な搭載か

O 本特例は、子の独立を迎える世帯等のライフステージiこ応じた� O 住み替える関良一人…人が個別に補助申績を行い、認定を受け、補
相� 

助金を受給する仕組みを新たに設けるよりも、確定申告の擦に減税の住替えを支援するとともに、若年世帯毒事の震伎に適した既存伎
幾 手続も併せて行い税の減免を受けられる佼緩みとする方が、関民;&.び
性

宅の供給を促進することを忍的とした施策であり、同様の政策怒
約iこ係る他の支援鋳設や義務付It寄撃の該き援はない。 行政双方の手幾重量担の軽減や公平な支援の実現の観点から後れて

いる。� 

0現 下の経済情勢letデフレが懸念されるほど深刻な状淑であり、住宅慣不動産の流動化を悶ることが重要。費無

の 蕗割れを 招 か 脅 か ね な い 本特例の政躍は絶対に避けるべき。�  nn  



l 特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例措置【所得税・個人住民税】� 

O特定の居住用財産の買換等の場合の長期譲渡所得の課税の特例措置(昭和57年度創設)

対象:所有期間10年超の居住用財産を譲渡し、一譲益が生じた場合


内容:譲渡益に対する課税を繰延


実 績:1.244件(H19)
 

L Lライフステージに応じた住替え� 

O居住ニーズのミスマッチ存解消し、住宅ストックを有効活用す

ることが必要。そのためには住み替えを促進することが重要。� 【バリアフリー化された住宅の割合】

0平供の独立存迎える世帯等、ライフステージに:応じた住替え


ニーズに応えるためには長期居住継続者を対象とする本特例


が有効。
 
ι 

0こうした住み替えが進まないことは、市場へのフアミり÷向Iナ住 べ


宅の供給、ひいては現在の平育で世代の住宅取得にも影響。
 

割合�  
A手すり�  (2力所以上〉�  15圃� 3% 
B段差のない屋内�  13.1 % 
C廊下幅が車椅子通行可�  12.6% 

A~之『ま Brこ実寸匠E 
〈一定対応〉�  

21.6% 

ABC室主て実f匠E
(3点セット〉

く5.4%t 
(資料)平成15年住宅・土地統計調査(総務省〉

O省エネやバリアフリー対応きれた住宅は未だ普及という域には ※『廊下幅」デ一世は実態と事離があり、� r3点tフト」は補正値を推計

達」主藍皇主、限られた住宅市場の中で性能要件を課すことは‘

住み替え自休が阻害されるおそれがあるD 

0現下の経済情勢はデフレが懸念されるほど深刻な状況であり、

住宅・不動産の流動化を図ることが必要ι� 

0しかし、このタイミングでの住宅取得に係る特例措置の改廃Iま
景気の底割れを招きかねず、何としても避けなければならない。:

出典:総務省『住宅・土地統計調査〈平成20年速報)~ 

※戦略的経済対策による切れ目のない経済財政運営を図るとの予算重点指針とも整合ある税制特例の延長・拡充が必要。� 

0'幅

【省ヱネ化がなされた住宅の割合】

スの使用率� 

20'幅� 40'幅� 60'幅� 80'幅� 10m幅

|回全ての自に佳用ロ一部の窟に値用回世用してい辛い|  
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国24 Jリート .sPcrこ係る特例措置の延長(登録免許税〉 曾国土交通省 


。法律に基づき誕券化“流動化をすすめるため、特定目的会社 (8 
PC)については「資産の流動化に隠する記長線J、Jリートについて

はf投資信託及び投資法人に関する法律jが制定。

。政策問的の「地域綬演の活性化jやf貯蓄から投資への流れJIふ
民主党政策集部DEX20091こ記載。

。臨土交通奇襲激策評価基本計蕊 (H19.4J奇策定〉にて、 H23年度末

に不動産証券化実績総額を剖兆円とする政策目標。 

3.適用件数が犠少、特定の殺に偏っていないか

。殺の適用!弘法律に基づ設設立された特定 13的会社 (1065社}及 
z び投資法人 (46法人)が笑物不動産を取得した場合。

有 !o政策箆標達成には、 JIJートた特定自約会社 (8PC)合わせて 1年
劫| 慌に実物不動産を約1.8兆円を取得する必要がある。実績として、

性 実物不動獲の取得爽績は、 H20年度:約1.0兆円{※)たなってお

り、適用数が惣定外に僅少になっていたり、葱定外に特定の者に
偏っているということはない。 

(※ )H20年護法世界的な食滋滞壌の還誌や機附収縮t.;:どの影警撃により物件取得が主主主主:l...tと。(参考。 
H19綜E草案頼:約2.4兆iヰ} 

ω ー

戸概It:~ 

OH20年獲税制改正要望時{前回の要議終}の政策自擦は、「当函の 13
擦として、 H20年度において不動産設券化実績総額を46~~円規模に
簿成し、資産デフレの解消や俊炭な都市ストックの形成後図る。 jこと 

m起繍として証券化祭績はH20益事皮で45兆円まで拡大したが、 46兆円

には鼠かず、 H21年度は物件取得が急減(例えば、 JIJートのト-121年
度上鶏取得実績はわずか3件)し、議選手化の進展がi上京っている状慾。 

OH幻年7月1目時点の都道府県地鑑調査によれば、現夜、都市密盆地

方翻双方において地価が下獲している状況。また、政府としてデフレ状
況との認識が示された。 

4線事後評価等における確認状況 

OH19年4Fl策2殺の国土交通翁政策評価基本計窓!こて、{料ゑ3年度に

不動産証券化爽緩総額を66兆円]とする政策関穣が掲げられ、毎年、
議後評i蕗を実施。 

0直i庄の終錨であるH20年度の事業務鐙では、「業綴指標の実績憶は

思標達成に向けた或5裂を示しており、現在の施策変総務する」との務
鑓を行っているが、当省の今後の事後評価において減収額を是認する
ような有効性について客観的に確認していきたい。 

5.銭の支援措置等たの役額分担

謡 10不動産設券化の促進!こ関係する予算捻設としては、公約不動産
当| 等の有効利用!こ向けた条件慾備に係るものがあるが、これは

性 i鈴紳j用地等の不動産の有効活用のノウハウや実例を広く婿 
報発{議することを役割たしており、個別の物件取得における支援
ではなく、本特例措置とは貌確に役割分授がなされている。 

6.政策目的達成手段として、的議かっ必要最小患な措麓か 

O本特例措霞1<1:、 JIJ-ト毒事が物件を取得するための総費用を軽減する

措置であるため、取得の際の経済的なインセンティブとして有効。

。税制l支援があるSPCとJIJートの川 3年度からH20年度来家での証券

化祭綴の伸び率l立、それぞれ12.3倍と14.3僚であるのにますし、税制支

援のない私募ファンドの伸び率1<1:5.6憾であり、税鱗の寄与分i立高い。
一般の取引に係る税負担の約6認の負担とすることでよ記の喜撃し刈取ぴ
率を示しており、必要最小限の措置で高い効果を示している。 

0公的資金により都市ストックの形成や維持管理、地機経済の活性化を行うことには限界がある中、証券化学法により、銀人会融資産等の護豊富な民間

資金を活用して、肉需拡大安図るとともに都市ストックの良好な維持後獲を行うことが震要。 
O~また、デフレ状況との認識が示されている現時点で、本特例を廃止することは、更なるデフレを招くa 

2 



l 

i 

※Jリートの投資対象は盟盆道直塁に拡大

くJリートの物件取得実績〉� 

400 

300 

200 

100 

: 03大都市圏� 

l →前年度目3割程度� 

:0地方� 
l 司前年度目2割以下� 

105 

i
i 
i 
i 

0 

(年度 H16 H17 H18 H19 H20 
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Jリー卜及びこ係る特例措置の延長(登録免許税)

くJリート等の取得物件に係る登録免許税の特例>1く政策目標〉

本則 :税率 20/1，000
 

; ・土地の一般取引の特例:税率� 10/1，000


・現行の特例措置 :韓率 8/1.000 

※Jリート等:Jリート特定目的会社(SPC)・投資信託

く政策目的〉� 

Jリート等による不動産証券化を推進し、豊富な民間資金

によりJリート等による不動産の取得・その後の長期間にわ

たる適切な維持管理Eバリューアップ等が促進されることで

①優良な都市ストックの形成・維持、開発の促進等によ

る地域経済の活性化

②厳しい金融情勢E信用収縮状況下で、不動産市場に

おいてJリート等が有力な買い手として機能し、透明性

の高い適正価格での取引を行うことによる資産デフレ

の防止

を図る。

また、不動産証券化の推進により約1400兆円と言われる

個人金融資産を不動産市場に振り向け、貯蓄から投資へ

の流れに寄与する。

く政策実現への有効性〉
不動産証券化を推進し、政策の内容を実現するためには、� 

Jリート等の物件取得を促進する必要があるが、� Jリート等

が物件を取得するための総費用を軽減する当該措置は、
取得の経済的なインセンティフとして有効である。

不動産証券化� 

)1年度目標(H23兆円66年度実績)→(H20兆円45

くJリート等の仕組み〉

資産運用会社一
(プロlの適切な管理)� 




